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 佐賀県立名護屋城博物館処務規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年２月 13日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    

 佐賀県規則第１号 

   佐賀県立名護屋城博物館処務規則の一部を改正する規則 

 佐賀県立名護屋城博物館処務規則（平成 24年佐賀県規則第 48号）の一部を次のように改正する。 

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表（第 10条関係） 別表（第 10条関係） 

附属設備使用料 附属設備使用料 

 略 
 

 略 
 

注 １ 使用料は、条例別表第１に規定する使用単位の時間ごとの

料金である。 

注 １ 展示用器具は、１日（午前９時から午後５時までをいう｡）

当たりの料金である。 

 ２ 舞台大道具、舞台照明器具及び舞台音響器具は、１区分（午

前９時から午前 12 時まで、午後１時から午後５時まで、午

後６時から午後 10 時までのそれぞれの時間帯ごとの区分を

いう｡）ごとの料金である。 

２・３ 略 ３・４ 略 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


